
 
 

 

有効期間を経過した計量器の使用 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和元年10月３日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 
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 寮父母が寮舎内の私室において、個人的に使用しているため負担すべき電気料金に

ついて、特定計量器により使用量を計量し、寮父母から負担金を徴収しているが、検

定証印等の有効期間を経過した特定計量器を使用していた。 

 

 

使用目的 計量器の種類 有効期限の終期 

第２寮舎内私室分 電力量計（一般用） １台 平成13年12月 

第８寮舎内私室分 電力量計（一般用） １台 平成27年８月 

第13寮舎内私室分 電力量計（一般用） １台 昭和71（平成８）年12月 

 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとと

もに、法令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

【計量法】 

（使用の制限） 

第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水

により積載した貨物の質量の計量をする場合にお

けるその船舶及び政令で定める特定計量器を除

く。）は、取引又は証明における法定計量単位によ

る計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態

の量であって政令で定めるものの第６条の経済産

業省令で定める計量単位による計量を含む。第18

条、第19条第１項及び第151条第１項において同

じ。）に使用し、又は使用に供するために所持して

はならない。 

三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同

条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示

（以下「検定証印等」という。）が付されている

ものであって、検定証印等の有効期間を経過し

たもの 

 

 

当該電力量計（一般用）を

それぞれ有効期限が2030年

２月までのものへ交換した。 

今後は、法令等に基づき、

適正な事務処理を行う。 


